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「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」

が
始
ま
り
ま
す
！

平
成
27
年
度
新
設
・
改
修
保
育
園

　

共
働
き
家
庭
の
増
加
や
家
庭
環
境
の
多
様
化
な
ど
に
よ
り
、
子
育
て
支
援
へ

の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
お
応
え
す
る
た
め
、

平
成
27
年
度
よ
り
、
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た

め
の「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

新
制
度
で
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
増
収
分
の
一
部
を
財
源
と
し
、

子
ど
も
・
子
育
て
の
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
新
制
度
の
概
要
と
、
改
修
・
新
設
さ
れ
る
保
育
園
を
紹
介
し
ま
す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
保
育
・
幼
稚
園
係
☎
497
・
２
０
８
６

　

市
で
は
、
待
機
児
童
解
消
の
取
り
組
み
と
し
て
、
民
設
民
営
の
認
可
保
育
園

の
誘
致
や
、
施
設
改
修
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
平
成
27
年
４
月
に
、
野
塩
一
丁
目
地
区
に
定
員
84
人
の
認
可
保

育
園
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

ま
た
、
松
山
三
丁
目
の
清
瀬
ど
ろ
ん
こ
保
育
園
と
竹
丘
三
丁
目
の
清
瀬
上
宮

保
育
園
は
、
施
設
改
修
に
よ
り
定
員
が
増
え
ま
す
。

清 瀬 ど ろ ん こ 保 育 園
増築 建て替え 新設

保育の必要性の認定区分

清 瀬 上 宮 保 育 園 の し お 一 丁 目 保 育 園

運営者　社会福祉法人　どろんこ会
所在地　松山３－１－ 24

運営者　社会福祉法人　上宮会
所在地　竹丘３－８－１

運営者　社会福祉法人　のゆり会
　　　　（のしお保育園運営法人）
所在地　野塩１－ 322 －１

入
所
・
入
園
の

手
続
き
は
変
わ
る
？

清
瀬
市
の
対
応
は
？

ど
の
よ
う
な
こ
と
が

行
わ
れ
る
の
？

①
質
の
高
い
幼
児
期
の

　
学
校
教
育
、
保
育
の

　
総
合
的
な
提
供

②
保
育
の
量
的
拡
大

及
び
確
保

③
地
域
の
子
ど
も
・

　
子
育
て
支
援
の
充
実

①「
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校

　

教
育
、
保
育
の
総
合
的
な
提

　

供
」の
た
め
に

②「
保
育
の
量
的
拡
大
及
び
確

　

保
」の
た
め
に

③「
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て

　

支
援
の
充
実
」の
た
め
に

　

新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、
教
育

・
保
育
施
設（
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認

定
こ
ど
も
園
・
地
域
保
育
）を
利
用
す

る
際
の
手
続
き
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

　

新
制
度
で
は
、
教
育
・
保
育
施
設
を

利
用
す
る
場
合
は
、
保
育
の
必
要
性
の

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
認
定
に
は
３
つ
の
区
分
が
あ

り
、
区
分
に
よ
っ
て
利
用
で
き
る
施
設

が
異
な
り
ま
す
。（
左
上
表「
保
育
の

必
要
性
の
認
定
区
分
」・
左
図「
新
制

度
に
お
け
る
申
込
み
方
法
」参
照
）

　

な
お
、
新
制
度
利
用
に
か
か
る
保
育

料
は
、
保
護
者
の
所
得
に
応
じ
て
決
ま

り
ま
す
。（
申
込
み
の
具
体
的
な
内
容

な
ど
は
、
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま

す
）

　

新
制
度
で
は
、
各
市
区
町
村
に
お
い

て
、
保
育
な
ど
の
需
要
見
込
み
や
提
供

体
制
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
を
策
定
す
る

と
と
も
に
、
同
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ

て
は
、
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
な
ど
を

踏
ま
え
る
た
め
、
各
関
係
者
で
構
成
す

る
「
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」
を
設
け
、

意
見
を
聞
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。　

　

市
で
も「
清
瀬
市
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
」を
設
置
し
、
清
瀬
市
に
ふ
さ
わ

し
い
新
し
い
制
度
の
構
築
を
目
指
し
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
会
議
は
傍
聴
が
可

能
で
す
の
で
、ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」は
、

一
人
一
人
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目

指
し
て
創
設
さ
れ
る
も
の
で
、
左
記
の

取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

　

幼
稚
園
と
保
育
園
の
良
さ
を
併
せ
持

つ「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
設
置
手
続
き

の
簡
素
化
や
、
財
政
支
援
の
充
実
・
強

化
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
普
及
を
進
め
ま

す
。

　

地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
市
町
村

が
認
定
こ
ど
も
園
や
保
育
所
と
少
人
数

の
子
ど
も
を
預
か
る
家
庭
的
保
育
や
小

規
模
保
育
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
、
待
機

児
童
の
解
消
を
計
画
的
に
進
め
ま
す
。

　

す
べ
て
の
家
庭
を
対
象
に
、「
一
時

預
か
り
」
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
な
ど
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
、
多
様
な
子
育
て

支
援
の
充
実
を
進
め
ま
す
。

　
―
次
回
の
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

　

日
時　

10
月
23
日
㈭
午
前
10
時
～

　

場
所　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　

※
直
接
会
場
へ
。

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
１号認定

（教育標準時間認定）
満３歳以上の小学校就学前の

子ども（２号認定を除く）
幼稚園

認定こども園

２号認定
満３歳以上の小学校就学前の子
どもで下記「保育が必要な事由」
のいずれかに該当し、保育所など

での保育を希望する場合

保育所
認定こども園

３号認定
（満３歳未満・

保育認定）

満３歳未満の子どもで下記「保
育が必要な事由」のいずれかに
該当し、保育所などでの保育を

希望する場合

保育所
認定こども園
地域型保育※

★保育が必要な事由
◆就労（パートタイム・夜間・内職なども含む）
◆妊娠・出産
◆保護者の疾病・傷害
◆同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
◆災害復旧
◆求職活動（起業準備を含む）
◆就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）
◆虐待やＤＶの恐れがある
◆育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続 利用が必要
◆その他、上記に類する状態として認められる場合

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

６ 12 12 20 20 20 90

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

12 18 22 23 23 23 121
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計
９ 13 13 15 17 17 84

※少人数の単位で０～２歳の子どもを預かる事業（家庭的保育・小規模保育・
事業所内保育・居宅訪問型保育）

改修後定員数（予定）

単位＝人 単位＝人 単位＝人

改修後定員数（予定）
定員数（予定）

イメージ イメージ イメージ

１号認定の場合は「幼稚園などを利用希望の場合」、２・３号認定の場合は「保
育所などでの保育を利用希望の場合」の手続きの流れが基本となります。

認定こども園の利用を希望する場合

新 制 度 に お け る 申 込 み 方 法

幼稚園などを利用希望の場合 保育所などでの保育を利用希望の場合
①幼稚園などに直接利用申込みをし
　ます

①市区町村に「保育の必要性」の認
　定を申請します

②市区町村から認定証が交付されま
　す（２号・３号認定）

⑤利用先の決定後、通知となります

③保育所などの利用希望を申込みし
　ます（①の申請時に行うことも可）

④申請者の希望、保育所などの状況
　により市区町村が利用調整します

③幼稚園などを通じて利用のための
　認定を申請します

④幼稚園などを通じて市区町村から
　認定証が交付されます（１号認定）

②幼稚園などから入園の内定を受け
　ます

⑤幼稚園などと契約をします

ダイヤルイン番号が混雑している場合は、代表
番号（042・492・5111）へおかけください。


